


現在お手持ちの「介護保険負担割合
証」の有効期限は７月末日までと
なっています。順次新しいものがご
自宅に届きましたら、ご利用時、ま
たは窓口に直接お持ちください。
その他の保険証類等も新しいものが
届きましたら同様にご提示下さい。

令和 6年 4月に入所・短期入所、6月に通所リハビリ・訪問リハ
ビリでそれぞれ介護報酬改定があり、ご利用料金が変更になって
います。加算項目も変わっているので、ご不明な点があればお問
い合わせください。


